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4
月
か
ら
、
県
税
務
課
職
員
と
合
同

で
、
町
県
民
税
、
そ
の
ほ
か
の
町
税
の

徴
収
強
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
町
か
ら
県
税
務
課
職

員
に
対
し
て
、
併
任
辞
令
と
徴
税
吏
員

証
を
交
付
し
て
、
町
職
員
と
合
同
で
滞

納
処
分
（
家
宅
捜
索
を
中
心
と
し
た
動

産
の
差
し
押
さ
え
、
自
動
車
や
不
動
産

な
ど
の
差
し
押
さ
え
）
を
平
成
22
年
3

月
ま
で
実
施
し
ま
す
。

　

滞
納
者
宅
へ
の
捜
索
は
、
い
つ
で
も

実
施
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
滞
納

処
分
を
受
け
な
い
よ
う
に
、
納
期
限
内

に
納
税
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

▼
県
税
務
課
職
員
の
実
績

　

こ
れ
ま
で
に
、
年
間
1
0
0
件
以
上

の
家
宅
捜
索
を
始
め
、
各
種
多
数
の
財

産
差
し
押
さ
え
、
公
売
会
開
催
の
実
績

を
持
ち
、
更
な
る
町
税
の
納
税
率
向
上

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

▼
徴
収
強
化
の
一
例
を
紹
介

・

タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク

　

自
動
車
を
所
有
す
る
滞
納
者
に
対
し

て
、
納
税
が
無
い
場
合
に
は
、
タ
イ
ヤ

を
ロ
ッ
ク
し
て
、
自
動
車
や
オ
ー
ト
バ

イ
の
差
し
押
さ
え
を
行
い
ま
す
。

・

財
産
の
差
し
押
さ
え

　

国
税
徴
収
法
に
基
づ
い
て
、
滞
納
者

宅
へ
強
制
的
に
踏
み
込
み
捜
索
を
行
っ

て
、
財
産
を
差
し
押
さ
え
ま
す
。

税金税 金

納
税
と
手
続
き
は
期
限
内
に

４
月
か
ら

　
　

税
の
徴
収
を
強
化
し
ま
す

４
月
か
ら

　
　

税
の
徴
収
を
強
化
し
ま
す

４
月
か
ら

　
　

税
の
徴
収
を
強
化
し
ま
す

　

平
成
21
年
度
の
軽
自
動
車
税
（
原
付
、

小
型
特
殊
、軽
自
動
車
、小
型
二
輪
）
は
、

「
4
月
1
日
現
在
」
で
所
有
者
（
使
用
者
）

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方
は
、

4
月
1
日
ま
で
に
各
窓
口
で
手
続
き
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、4
月
2
日
以
降
に
手
続
き
を
さ

れ
て
も
、
平
成
21
年
度
の
自
動
車
税
は

課
税
と
な
り
ま
す
の
で
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
月
割
に
よ
る
支
払
い
の
計
算

は
行
い
ま
せ
ん
。

・

取
得
、
譲
渡
、
廃
車
し
た
方

・

住
民
票
の
み
を
移
さ
れ
車
検
証
の
住

所
が
そ
の
ま
ま
の
方

・

紛
失
、
盗
難
、
消
滅
に
よ
り
す
で
に

車
両
を
所
有
し
て
い
な
い
方

原
付
や
軽
自
動
車
の

　
　
　
　

手
続
き
は
お
早
め
に

原
付
や
軽
自
動
車
の

　
　
　
　

手
続
き
は
お
早
め
に

原
付
や
軽
自
動
車
の

　
　
　
　

手
続
き
は
お
早
め
に

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課

　

6
月
請
求
分
の
上
水
道
と
下
水
道
料

金
か
ら
、
超
過
料
金
が
変
わ
り
ま
す
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
料
金
改
定
の
背
景

　

上
下
水
道
事
業
で
は
、
施
設
の
拡
充
・

維
持
管
理
、
管
路
の
老
朽
化
な
ど
に
多

額
の
費
用
が
必
要
な
た
め
、
経
営
状
況

は
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

毎
年
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
依

存
し
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
経
営
の
安

定
化
を
図
る
た
め
に
超
過
料
金
を
改
定

し
て
、
経
営
の
健
全
化
に
努
め
ま
す
。

  

ま
た
、
料
金
改
定
に
よ
っ
て
、
高
齢
者

世
帯
や
一
人
暮
ら
し
世
帯
へ
の
負
担
が

増
え
な
い
よ
う
に
基
本
料
金
は
据
置
き
、

使
用
量
の
多
い
世
帯
に
対
し
て
負
担
の

適
正
を
図
る
た
め
に
超
過
料
金
の
み
を

改
定
し
ま
す
。

水道水 道

上
水
道
と
下
水
道
の
料
金
が

変
わ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課

保
険
料
の
支
払
方
法

　

平
成
20
年
4
月
2
日
以
降
に
、
75
歳

の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
た
方
の
平
成
21

年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
支
払

方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
更
で
き
ま
す

　

保
険
料
を
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

で
支
払
い
さ
れ
て
い
る
方
は
、
口
座
振

替
の
支
払
方
法
へ
変
更
が
で
き
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
、①
預
金
通
帳
②
通

帳
の
届
け
印
③
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

保
険
者
証
を
持
参
の
う
え
、
役
場
町
民

保
険
課
保
険
係
の
窓
口
で
手
続
き
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
、
一
定
の
要
件
を
満
た

さ
れ
て
い
な
い
方
は
口
座
振
替
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

75
歳
誕
生
月
は
高
額
療
養
費
の

　
　
　
　
　
　
　

負
担
限
度
額
が
半
分
に

　

平
成
21
年
1
月
か
ら
、
75
歳
の
誕
生

月
に
限
り
、
75
歳
に
な
る
ま
で
に
加
入

し
て
い
た
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保
険
、

社
会
保
険
な
ど
）
と
75
歳
以
降
の
後
期

高
齢
者
医
療
そ
れ
ぞ
れ
の
高
額
療
養
費

の
自
己
負
担
限
度
額
が
2
分
の
1
と
な

り
ま
し
た
。

保険保 険

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
か
ら

3
つ
の
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ
先　

町
民
保
険
課
保
険
係

上水道と下水道の料金は、太い枠線内が

「150円」から「170円」に
変更となります。

▼上水道料金表

一般用

営業用

団体用

浴場用

一時用

区　分 使用水量 基本料金 超過料金
1㎥につき

170 円

－　 

8㎥まで

14㎥まで

20㎥まで

100㎥まで

1㎥につき

1,150円

2,150円

3,060円

10,500円

690円

▼車両別の窓口

原動機付自転車
（50cc、90cc、125cc 以下）
三輪以上（50cc 以下）
小型特殊（農耕用）

軽二輪（250cc 以下）
軽三輪（50cc 以下）
軽四輪

軽自動車税の内訳 窓　　　　口

　役場税務課課税係
　☎282‒1111

・熊本県軽自動車協会
　☎369‒7920
・軽自動車検査協会熊本事務所
　☎369‒5979
※紛失・盗難・消滅で車両や
　車検証が無い場合

小型二輪（250cc 以上）

　九州運輸局熊本陸運支局
①総務企画関係・総合相談窓口
　☎369‒3188
②登録関係
　☎050‒5540-2086

※車両に応じて手続き先が違います。
　事前に電話で必要な物を確認されて窓口で手続きください。

▼下水道料金表

使用水量 基本料金 超過料金
1㎥につき

170 円8㎥まで 1,050円

▼平成21年度の保険料の支払方法

平成20年4月2日
～

平成20年10月１日
平成20年10月2日

～
平成21年3月31日

75歳の誕生日

なし

平成21年7月～9月

普通徴収の月
(納付書､口座振替)

平成21年4月～※

平成21年10月～

特別徴収の開始月
（年金天引き）

※平成 21 年1月 30日までに特別徴収から口座振替への支払方法変更の申し出
　を行っている方は、平成 21 年7月からの普通徴収となります。


